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三重県起業支援事業費補助金交付要領 

 

（目的） 

第１条 三重県起業支援事業費補助金（以下「補助金」という。）は、民間団体等が、三重県が地域

再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するためにデジタル技術を

活用して新たに起業する者及びSociety 5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタ

ル技術を活用して事業承継、第二創業する者（以下「起業者等」という。）に対して起業等に必要

な経費の一部を補助する事業及び事業立ち上げ等に関する伴走支援等の事業（以下、「起業支

援事業」という。）の実施に要する経費を補助することにより、県内における創業を促進し、地域

経済の活性化を図ることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 補助金の交付に関しては、三重県補助金等交付規則（昭和３７年三重県規則第３４号。以

下「規則」という。）、雇用経済部関係補助金等交付要綱（平成２４年三重県告示第２５０号。以下

「補助金要綱」という。）及び三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（平成２２

年。以下「排除要綱」という。）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、三重県内全域における起業

支援事業を最も効率的かつ適切に遂行する能力を有するものとして選定された者とする。ただし、

三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者を除く。 

２ 補助事業者の採択については、審査会を設置し、当該審査会において審査し、補助事業者とし

て最も適当と認められる者を採択する。 

３ 審査会の設置及び運営に関し、必要な事項については別に定める。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の業務によって実施する起業支援事業とす

る。 

（１）起業支援金の交付 

ア 事業計画の審査及び採択 

社会的事業に知見を有する複数（３名以上）の者からなる外部委員会による審査を実施

すること（外部委員には実際に起業・事業経営を行った経験者及びデジタル技術に知見を

有する者を各１名以上含むこととする。）。 

イ 起業者等に対する交付決定 

ウ 起業者等の事業の開始及び実施状況の確認 

エ 起業者等に対する支給額の確定検査 

オ 起業支援金の交付（精算払） 

カ 交付決定事業の完了後から５年間の起業者等の事業の実施状況及び収益状況の本県へ

の報告 

キ 起業者等の財産管理の監督 

ク その他、起業支援金の交付をより効果的に行うための付随的業務として、知事が必要と認

める業務 

（２）伴走支援 

ア 起業者等の事業計画相談対応 
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イ 起業者等の経理処理状況の管理・指導 

ウ 起業者等の販路開拓等の経営支援 

エ 起業者等の相互のネットワーク形成支援 

オ 起業者等の地域での事業継続に係る支援 

カ その他、起業者等への伴走支援をより効果的に行うための付随的業務として、知事が必要

と認める業務 

 （３）広報・周知 

 

（補助対象経費及び補助率等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は（以下「補助対象経費」という）、前条に掲げる事業に必

要な経費であって、別表に掲げるものとする。 

２ 補助率は、補助対象経費の１０分の１０以内とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 知事は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、

予算額及び交付決定額の範囲内において交付する。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる書類を添

え、交付申請書（第１号様式）を知事に提出しなければならない。 

（１）補助事業計画書（第１号様式の２） 

（２）経費配分調書（第１号様式の３） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の補助金の交付を申請するにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなけ

ればならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明ら

かでないもの又は免税事業者、簡易課税事業者及び２割特例事業者については、この限りでな

い。 

 

（交付決定） 

第７条 知事は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、補助金を交

付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 知事は、前項の交付決定にあたって、必要な条件を付すことができる。 

３ 知事は、第１項の交付決定にあたって、前条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認

めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 

４ 知事は、前条第２項のただし書きによる申請がなされたもの（免税事業者、簡易課税事業者及び

２割特例事業者からの申請を除く。）については、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交

付決定を行うものとする。 
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（補助事業者の義務） 

第８条 補助事業者は、本要領を遵守し、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施するものと

する。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 第７条の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある場合における、規則

第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日

から１４日以内とする。 

 

（補助事業の変更） 

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請

書（第２号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的に

変更をきたさない場合で、その事業量又は事業費について、２０パーセント以内の変更の場合は、

この限りではない。 

２ 知事は、前項の承認にあたっては、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付するこ

とができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第11条 補助事業者は、補助事業の全部もしくは一部を中止し、又は廃止をしようとするときは、あ

らかじめ中止（廃止）承認申請書（第３号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（遅延等の報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又

は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、遅延等報告書（第４号様式）を知事に提出

し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１3条 知事は、第11条の規定による承認をした場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合

は、第７条第１項の交付の決定の全部、もしくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、法令、本要領又は本要領に基づく知事の処分に違反、もしくは知事の指示を

履行しない場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

（４）補助事業者が、同一の事業に対して、国、三重県（三重県が出資又は出捐する団体を含

む。）、市町その他これに類するものから補助金等の交付を受けている場合 

（５）補助事業者が、排除要綱別表に該当した場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付

されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの

期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることがで

きるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から１５日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合
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で計算した延滞金を徴することができるものとする。 

 

（状況報告） 

第14条 知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者

に対して当該補助事業の遂行に関し、遂行状況報告書（第５号様式）により報告を求め、又は当

該職員に調査をさせることができる。 

 

（実績報告） 

第15条 補助事業者は、補助事業が完了（第11条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認

を受けたときを含む。）したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は事業を実施した

年度の３月２４日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添え、実績報告書（第６号

様式）を知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要と認めるときは、改めて提出期限を

定めることができるものとする。 

（１）補助事業実績書（第６号様式の２） 

（２）補助金支出表（第６号様式の３） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減

額して報告しなければならない。ただし、免税事業者、簡易課税事業者及び２割特例事業者はこ

の限りでない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第16条 知事は、前条第１項の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容（第１０条第１項

に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されている場合は、期限を付してその超える部分の補助金の返還を命ずるものとす

る。 

３ 前項に基づく補助金の返還については、第13条第３項及び第４項の規定を準用する。 

 

（補助金の概算払及び精算払の請求） 

第17条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、請求書（第７号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業に係る経理） 

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含

む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう

保存しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消
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費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の

額の確定に伴う報告書（第８号様式）により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項に基づく補助金の返還については、第13条第３項及び第４項の規定を準用する。 

 

（財産の管理及び処分） 

第20条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとすると

きは、申請書（第９号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。この場合にお

いて、当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納

付させることがある。ただし、補助金要綱第２条に規定する財産処分の制限をする期間（以下

「処分制限期間」という。）を経過した場合はこの限りではない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得した財産を善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければ

ならない。 

３ 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまではその

台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

 

（事業の実施状況の報告） 

第21条 補助事業者は、補助事業の完了年度の翌年度以降５年間、毎会計年度終了後、３０日以

内に、当該補助事業に係る過去１年間の事業実施状況などについて、実施状況報告書（第１０号

様式）により知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、必要に応じて、補助事業者に対して、前項の報告に係る資料の提出を求め、現地調査

をすることができる。 

３ 補助事業者は第１項に係る証拠書類を当該報告書の内容に係る会計年度終了後３年間保存し

なければならない。 

 

（収益納付） 

第22条 知事は、前条の報告書により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の事業化、産業財

産権等の譲渡若しくは実施権の設定又は補助事業に基づく成果の他への供与により収益が生

じたと認めるときは、補助事業者に対し、その収益の全部又は一部に相当する金額を県に納付さ

せることができるものとする。 

２ 前項の規定により納付を命ずることができる金額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限と

する。 

 

（起業支援金交付の際付すべき条件） 

第23条 補助事業者は、起業者に対する起業支援金の交付決定に当たっては、補助金の交付決

定の際に付けられた条件に準じた条件を付さなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定により付した条件等によって起業支援金の返還等があったときは、

速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 補助事業者は、起業支援金の支払に必要な経費として第17条の規定による補助金の支払を受

けたときは、遅滞なく、起業支援金を起業者に支払わなければならない。 
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（その他） 

第24条 規則、補助金要綱、排除要綱及びこの要領に定めるもののほか、必要な事項については、

知事が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表 補助対象経費及び補助率等 

経費区分 内容 補助率 

事務費 起業支援金に係る公募及び審査並びに起業者に

対する伴走支援、起業等をする者に対する周知・広

報及び起業支援金の交付等を行う際に要する経費

で次に掲げるもの 

① 人件費 

② 謝金 

③ 旅費 

④ 会議費 

⑤ 賃借料 

⑥ 通信運搬費 

⑦ 消耗品費 

⑧ 雑役務費 

⑨ 外注費 

⑩ 委託費 

⑪ 広報・周知費 

⑫ その他の経費 

※人件費については、補助事業に直接従事する従

業員等に対して支払う給与・賃金等に限ります。 

当該経費の 10分の 10に

相当する額 

起業支援金 起業者が地域課題の解決を目的として起業等を行

う際に要する次に掲げる経費の２分の１に相当する

額又は 200 万円のいずれか少ない額以内で交付

する起業支援金 

① 直接人件費 

② 店舗・事務所等賃借料 

③ 設備費 

④ 原材料費 

⑤ 賃借料 

⑥ 知的財産権等関連経費 

⑦ 謝金 

⑧ 旅費 

⑨ 外注費 

⑩ 委託費 

⑪ マーケティング調査費 

⑫ 広報費 

当該経費の 10分の 10に

相当する額 

 


